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新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休業について（お知らせ） 

 

 

余寒の候、保護者の皆様には、日頃より本校への教育活動にご協力いただき感謝申し上げます。 

さて、先日、新型コロナウイルスに関する対応のお願い文書を配付いたしましたが、政府の感染症

対策の一環として全国の学校に休校が要請され、能登町教育委員会から下記の通知が届きました。 

突然の休業措置で対応に苦慮されるご家庭も多いかと思いますが、ご家庭との連絡体制を整備し、

子ども達の健康保持と安全確保を第一に細心の措置をとっていきますので、何とぞご理解、ご協力を

お願い申し上げます。 

なお、ご注意いただきたい点を裏面にお示ししました。今後、新たな情報やお知らせを緊急連絡メ

ール、電話、学校ホームページ等でお知らせいたします。 

 

 

 

記 

 

 ＜「能登町教育委員会（通知）」内容＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏面をご覧ください 

 

１ 本年３月２日（月）から３月２４日（火）までの間、学校保健安全法第２０条に基づき、 

能登町立小中学校において、一斉臨時休業の措置をとることとする。 

２ 上記の措置に基づき、卒業式は行わないこととする。 



＜保護者の皆様へ＞ 
令和２年２月２８日 

 

家での過ごし方について 

 

① 感染が広がらないよう自分の家で過ごす。（文部科学省通知） 

特別な用事があるときは必ず家の人と出かける。友だち同士は集まらない。 

家の人がいないときはカギをかけ、相手を確認してから開ける。 

 

② 休校期間中は、塾やクラブ等の練習を控える。 

 

③ 生活のリズムを崩さないよう、早寝早起きとバランスのとれた食事をとるなどして免疫 

力を高める。 

 

④ 先生が定期的に電話連絡や家庭訪問を行います。 

困っていることや心配なことを相談してください。 

 

⑤ 毎日計画的に勉強する。（宿題、自学ノートなど） 

 

 

以上のことを子ども達に伝えましたが、学年によって十分理解できていないこともありますの

で、繰り返しのご指導をお願いいたします。学校と家庭が連携して安全を確保していきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

・お子さんの生活のリズムが崩れないようご指導をお願いします。 

日中子どものみで過ごしている場合は、こまめな連絡で健康状態等の確認をしてください。 

熱が出た場合には必ず家の人に連絡できるよう配慮してください。また、家の人につながらな

いなど、日中心配なことがあれば学校へ連絡できるよう配慮してください。（中・高学年児童） 

 

・できるだけ毎日、朝・昼・晩の３回検温してください。 

３７.５℃以上の熱が確認された場合は、学校へ連絡してください。 

 

・家庭訪問や電話連絡はしていきますが、お子さんが過度の不安等を感じている場合などは、早め

に学校へご相談ください。 

 

・今後、状況の変化に応じて、連絡メールや電話、学校ホームページ等でお知らせします。 

小木小学校 電話：７４－００４０ 


